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第三者割当による第 13 回及び第 14回新株予約権（行使価額修正条項付）の 

行使期間満了に伴う取得と消滅に関するお知らせ 
 

当社は、2026年３月 13日開催の取締役会において、当社が 2021 年４月７日に発行いたし

ました第 13 回及び第 14 回新株予約権（行使価額修正条項付）（以下、「本新株予約権」とい

います。）について、本新株予約権の買取契約に基づき、行使期間満了日である 2026 年４月

７日時点で残存する本新株予約権の全部を取得する決議をいたしました。また、本新株予約

権は行使期間の満了に伴い消滅いたしますので、下記のとおり併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．本新株予約権の概要 

（1） 新株予約権の名称 
インスペック株式会社 第 13回新株予約権 

インスペック株式会社 第 14回新株予約権 

（2） 新株予約権の総数 

第 13回新株予約権 3,029個 

第 14回新株予約権 1,893個 

（本新株予約権１個につき、当社普通株式 100株） 

（3） 新株予約権の行使価額 

当初行使価額は、第 13 回新株予約権が 2,463 円、

第 14回新株予約権が 2,687円です。 

第13回新株予約権及び第14回新株予約権の行使価

額は、当初固定とし、発行日から４か年経過満了日

に、行使価額は本新株予約権の発行要項に基づき修

正されることとなり、修正がなされた日以降、本新

株予約権の発行要項第12項に定める期間の満了日

まで、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券

取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同

日に終値がない場合には、その直前の終値）の90％

に相当する金額（円位未満小数第３位まで算出し、
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小数第３位の端数を切り上げた金額）に修正されま

す。  

また、上記の計算による修正後の行使価額が、第 13

回新株予約権及び第 14 回新株予約権の全回号にお

いて 1,119.50 円（本新株予約権の発行に係る取締

役会決議の前営業日（2021年３月 19日）における

当社普通株式の終値の 50％）（円位未満小数第３位

まで算出し、小数第３位の端数を切り上げた金額）

をそれぞれ下回ることとなる場合（以下、これらの

金額を個別に又は総称して「下限行使価額」といい

ます。）、行使価額は下限行使価額とします。  

（4） 新株予約権の行使期間 2021年４月８日～2026年４月７日 

（5） 新株予約権の割当先 

第 13回新株予約権 ハヤテマネジメント株式会社 

          菅原雅史 

第 14回新株予約権 ハヤテマネジメント株式会社 

 

２．本新株予約権の取得及び行使の概要 

（1） 
行使された 

新株予約権の数※１ 

第 13回新株予約権     60個  （2.6％） 

第 14回新株予約権      0個  （0.0％） 

（2） 未行使の新株予約権の数※１ 
第 13回新株予約権 2,969個 （97.4％） 

第 14回新株予約権 1,893個（100.0％） 

（3） 
取得及び消滅する 

新株予約権の数※１ 

第 13回新株予約権 2,969個 

第 14回新株予約権 1,893個 

（4） 取得及び消滅する日 2026年４月７日 

（5） 取得価額※２ 
第 13回新株予約権 5,344,200円 

第 14回新株予約権  889,710円 

（6） 
消滅後に残存する 

新株予約権の数 

第 13回新株予約権    ０個 

第 14回新株予約権    ０個 

※１ 2026年３月 13日時点での個数を記載しております。 

※２ 2026年３月 13日時点での個数に基づく取得価額を記載しております。 

 

３．本新株予約権の消滅理由 

  当社が 2021年４月７日に発行しました本新株予約権及び第 12回新株予約権（2022年 10

月６日行使完了）は、行使期間を通じて 1,953 個（28.7％）が行使され、調達した資金は

243百万円となり運転資金に充当いたしました。一方、行使期間中、当社株価が本新株予約

権の下限行使価額を下回る期間があり、4,862個（71.3％）については行使されませんでし

た。未行使の本新株予約権は行使期間満了に伴い消滅します。 



 

                            

  なお、本新株予約権及び第 12回新株予約権による資金調達が、当初予定金額 1,683百万

円から減少したことに伴う資金使途の変更内容については、現時点で未確定であるため、

確定次第改めてお知らせいたします。 

 

４．業績に与える影響について 

本新株予約権の取得及び消滅が 2026年４月期の業績へ与える影響は軽微であります。 

 

※  なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2021年３月 22日公表の「第

三者割当による第 12回新株予約権（行使価額修正条項付）、第 13回新株予約権（行使

価額修正条項付）及び第 14回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約

権買取契約（ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）の締結に関するお知らせ」を

ご参照下さい。 

 

以上 


